
　令和８年度の行政連絡員として、以下のとおり委嘱しました。
　主に広報りくぜんたかたなどの文書配布を担いますので、１年間よろしくお願いします。

問い合わせ先 市役所総務課行政係（内線313）

米崎町
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大和田　政　市
千　葉　豊　之
千　葉　三和子
伊　藤　美惠子
金　野　俊　朗
佐　藤　榮　二
松　峯　千　尋
佐々木　利　美
菅　原　幸　治
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第　14　区
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小　田　正　明
鈴　木　忠　彦
菅　野　康　幸
岩　淵　次　男
小　島　雄　一
村　上　賢　一
佐　藤　知　巳
梅　木　　　哲
佐々木　力　也
村　上　弘　人
菅　野   　　充
佐々木　文　一
佐　藤　光　英
佐　藤　隆　雄
佐々木　輝　男
千　葉　輝　雄

第　１　区
第　２　区
第　３　区
第　４　区
第　５　区
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第　11　区
第　12　区
第　13　区
第　14　区
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村　上　公　一
中　川　聖　洋
伊　東　一　正
中　村　　　勉
米　澤　伸　吾
白　山　勝　正
小野寺　茂　樹
及　川　裕　敏
小　友　　　稔
井　筒　雄一朗
及　川　　　悟
村　上　金　吾
泉　田　れい子
福　田　安　武
濱　口　　　智
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第　５　区
第　６　区
第　７　区
第　８　区
第　９　区
第　10　区
第　11　区
第　12　区
第　13　区
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鈴　木　克　志
佐々木　守　彌
及　川　和　雄
河　野　精　夫
村　上　隆　男
菅　野　金　吾
菅　野　勝　男
菅　野　　　信
菅　野　　　勉
遠　野　善　喜
村　上　春　晴
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第　３　区
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第　６　区
第　７　区
第　８　区
第 9 区 甲 
第 9 区 乙
第　10　区
第　11　区
第　12　区
第　13　区
第　14　区
第　15　区

小　松　政　博
村　上　　　豊
佐々木　幸　宏
鈴　木　雄　祐
臼　井　力　雄
伊　藤   　　誠
長　野　昭　文
熊　谷　義　雄
村　上　勝　哉
小　松　純　哉
小　林　裕　幸
佐々木　　　力
戸　羽　勝　安
細　田　　　聡
吉　田　　　正
村　上　和　彦
村　上　桂　一

第　１　区
第　２　区
第 3 区 甲
第 3 区 乙
第　４　区
第　５　区
第　６　区
第　７　区
第　８　区
第　９　区
第　10　区

千　田　　　茂
大和田　弘　樹
鈴　木　源次郎
黄川田　　　勉
高　橋　　　勉
福　田　利　喜
村　上　克　夫
石　川　康　文
戸　羽　初　枝
阿　部　弘　一
佐　藤　道　人

第　１　区
第　２　区
第　３　区
第　４　区
第　５　区
第　６　区
第　７　区
第　８　区

大久保　裕　明
船　田　秋美津
畠　山　修　一
松　田　八　郎
佐々木　忠　光
松　田　光　秋
及　川　秀　文
渡　邊　克　己

第　1　区
第 2 区 甲
第 2 区 乙
第　3　区
第　4　区
第　5　区
第　6　区
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菊　池　義　一
髙　橋　月　麿
細　谷　隆　夫
阿　部　充　子
佐々木　節　子
中　里　修　一
菅　野　　　幸
實　吉　賢　一
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熊　谷　キミコ
新　沼　智　文
金　野　貞　二
畑　山　園　枝
金　野　敏　夫
鈴　木　　　求
金　野　英　明
鈴　木　秀　治

第　1　区
第　2　区

村　上　清　人
菅　野　　　剛

矢作町

小友町

横田町

竹駒町

米崎町気仙町

高田町

気仙町

広田町

反則行為 反則金額

・携帯電話使用等（保持） 12,000 円　

・遮断踏切立入り 7,000 円　

・信号無視　・安全運転義務違反
・横断歩行者等妨害等
・通行区分違反（逆走、歩道通行など）

6,000 円　

・並進禁止違反
・軽車両乗車積載制限違反（二人乗りなど） 3,000 円　

・指定場所一時不停止等
・無灯火
・自転車制動装置不良

5,000 円　

　本年４月から自転車の交通違反に「青切符」が導入されました。自転車の青切符の対象は、16 歳
以上の自転車運転手です。
　自転車の交通違反を認知した場合、現場での「指導警告」を行います。ただし、交通事故の原因
となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反」であっ
たときは、取り締まりを行います。また、飲酒運転など重大な違反や事故を起こしたときは刑事手
続き（赤切符）になります。
　自転車利用時の交通ルールについて、よく理解し、家庭や職場、学校でも自転車の安全な利用の
仕方について話し合いましょう。

◆反則金の対象となる違反行為は 100 種類以上あります

　反則金の対象となる違反行為の一例

問い合わせ先 市役所まちづくり推進課生活環境係（内線126）

免許はなくてもドライバー　ルールを守って責任ある運転を！

５月は自転車の安全利用推進期間

令和８年度の行政連絡員を委嘱

　矢作町と横田町産のタケノコを対象とした、国の出荷制限指示
が３月 18 日㈬に解除されました。これにより、市内全域のタケ
ノコが出荷可能となりました。
　なお、タケノコの販売には、市が管理する生産者台帳への登録
が必要です。販売を希望する人は市役所農林課までお問い合わせ
ください。

問い合わせ先 市役所農林課林政係（内線４７４）

市内全域でタケノコの出荷が可能になりました

詳細は
こちら

　市役所からのＨＯＴ ＬＩＮＥ
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